
四日市市告示第３９５号 

 地域密着型サービスについて、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第４２条の２第１項の指定をしたので、法第７８条の１１及び四日市市指

定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に

関する規則（平成１８年規則第５０号）第７条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

  平成２８年８月１０日 

四日市市長  田 中 俊 行   

 

１ 介護保険事業所番号 

  ２４７０２０３２２１ 

２ 事業所の名称 

  手料理デイサービスセンター桃李笹川 

３ 事業所の所在地 

  三重県四日市市笹川八丁目６８－４ 

４ 申請者の名称 

  合同会社カノナ長寿サポート 

５ 申請者の主たる事務所の所在地 

  三重県四日市市笹川八丁目６８－４ 

６ 代表者の氏名 

  野田 伸子 

７ 代表者の住所 

  三重県四日市市笹川八丁目６８－４ 

８ 指定年月日 

  平成２８年９月１日 

９ サービスの種類 

  地域密着型通所介護 

（健康福祉部介護・高齢福祉課） 

 


